
事 務 連 絡 

令和８年６月２日 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 施 設 担 当 課   御中 

附属学校を置く各国公立大学法人施設担当部課 

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2 条 １ 項 の 

認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

 

 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 

 

 

「みんなでつくる学校施設サポーター」について 

 

 

 学校施設の計画においては、新しい時代の学びの実現に向け、創意工夫により特色・魅力

ある豊かな教育環境を実現するために、発注者である教育委員会等の学校設置者と設計者だ

けでなく、学校の教職員に加え、児童生徒や保護者、地域住民等の関係者、首長部局の職員

等が参画し、施設づくりの目標を共有し、合意形成を図りながら検討を進めていくプロセス

が重要です。 

 また、公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する整備目標の達成に向けた取組目標と

して、令和 12年度時点で新築・改築、大規模改修の整備を検討している学校設置者において

当事者参画が実施されることを設定し、「「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進につ

いて（通知）」（令和７年８月 22 日付７文科施第 413 号）において通知したところです。 

 さらに、「学校施設の設計におけるプロポーザル方式等の導入の推進について」（令和７年

４月 28 日付事務連絡）等において、豊かで魅力ある学校施設を整備するためには、設計段階

における創意工夫も重要であり、新築や大規模改修など技術的に高度又は専門的な技術が要

求される業務においては、積極的にプロポーザル方式等の導入を検討されたい旨、周知をし

てきたところです。 

 この度、多様な者が参画した学校施設づくりを行う学校設置者を支援するため、対話の場

の設定や運営、設計者の選定に向けた条件整理や選定方法について実践的知見を有する者を

「みんなでつくる学校施設サポーター」として任命し、学校設置者へのサポート体制を構築

しましたので、お知らせします。本体制では、学校設置者の相談内容に応じた支援を実施す

る予定ですので、「みんなでつくる学校施設サポーター」の支援を希望される場合は、学校施

設整備の無料相談窓口（参考１参照）より、相談内容をお寄せいただくようお願いします。 

 このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、域内市区町村に対して周知する

ようお願いします。また、各都道府県私立学校施設担当課におかれては、所轄の学校法人に

対し、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当

課においては所轄の学校設置会社に対して、それぞれ周知するようお願いします。 

 

 

 

 

多様な者が参画した学校施設づくりを行う学校設置者を支援するため、「みんなでつくる学校施設サポー

ター」を任命し、サポート体制を構築したことをお知らせするものです。 



別添資料 

別添１ 「みんなでつくる学校施設サポーター」概要 

別添２ みんなでつくる学校施設サポーター一覧 

 

 

参考 

参考１ 学校施設整備の無料相談窓口 

サポーターへのご相談は、CO-SHA「Platform の「学校施設整備の無料相談

窓口」よりお寄せください。 

https://www.mext.go.jp/co-sha/contact.html  

 

参考２ みんなでつくる学校施設サポーター ホームページ 

みんなでつくる学校施設サポーターの詳細は、下記リンクに掲載していま

す。支援を希望される場合はこちらに掲載しています「みんなでつくる学

校施設サポーター運用細則」等もご確認ください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/mext_03537.html 

 

 

 【本件担当】 

大臣官房文教施設企画・防災部「施設企画課「指導第一係 

電「話：03-6734-2291「E-mail：shisetulead-1@mext.go.jp 

https://www.mext.go.jp/co-sha/contact.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/seibi/mext_03537.html


みんなでつくる新しい学校施設整備を支援します！

令和の時代に求められる学校施設の役割

「みんなでつくる学校施設サポーター」を令和８年６月に開始します！

地域住民等との対話を通じた新しい学校の設計

社会インフラとして
・地域創生の核としての学校
・防災拠点としての学校

子どもたちの教育の場として
・個別最適な学びと協働的な学びの一体的な実現
・児童生徒・教職員のウェルビーイングの確保
・耐災害性強化

学校施設整備の
無料相談窓口

ご相談は、 CO-SHA Platformの相談窓口よりお寄せください。
https://www.mext.go.jp/co-sha/contact.html 

・ サポーターがワークショップでファシリテーターや
講演・助言をします

・ ワークショップ等の企画段階で学校設置者等に向
けてアドバイスをします

1. 対話の場の設定・
ワークショップ等のファシリテート支援

２. バリアフリー・インクルーシブな教育環境の実現
に向けた当事者参画の実施支援

・ サポーターがワークショップに参加し、障害当事者
等の観点から講演・助言をします

・ ワークショップ等の企画段階で学校設置者に対し
て、障害当事者等の観点からアドバイスをします

3. 地域の障害者団体等の紹介支援

・ 当事者参画に取り組みたい学校設置者に対して、
障害者団体等の紹介をします

４. 設計者の選定に向けた条件整理・選定方法の検討支援

・ プロポーザル方式等に新たに取り組む学校設置
者の疑問にお答えします
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みんなでつくる学校施設サポーター 

 

（対話の場の設定・ワークショップ等のファシリテート） 

小熊 耕平    株式会社類設計室大阪設計事業部ディレクター 

高木 耕一    株式会社東畑建築事務所名古屋オフィス理事・副代表 

 

 

（バリアフリー・インクルーシブな教育環境の実現に向けた当事者参画の実施方法

等） 

佐々木 伸子    安田女子大学理工学部建築学科教授 

髙野 陽介    横浜国立大学Ｄ＆Ｉ教育研究実践センター講師 

西 勇    株式会社日建設計デジタル戦略室兼インクルーシブデザイン 

ラボアソシエイト 

 

 

（当事者参画を実施する際の地域の障害者団体の紹介） 

 佐藤 聡    特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議事務局長 

日本障害フォーラム（ＪＤＦ）幹事会議長 

三澤 一登    一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長 

 

 

（設計者の選定に向けた条件整理や選定方法） 

 野島 直樹    株式会社教育環境研究所取締役・企画部長 

 羽山 眞一     一般社団法人公共建築協会専務理事 

 

 

（以上９名、五十音順、敬称略） 
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